
家
族
そ
ろ
っ
て
、
交
通
災
害
共
済
に
加
入

し
ま
し
ょ
う

　

青
森
県
交
通
災
害
共
済
は
、
日
本
全
国

ど
こ
で
起
き
た
交
通
事
故
で
も
、
見
舞
金

を
お
支
払
い
す
る
共
済
制
度
で
す
。

　

１
日
の
治
療
や
自
転
車
で
の
け
が
で
も

見
舞
金
を
お
支
払
い
し
ま
す
。

会
費　

１
人
３
５
０
円

共
済
期
間　

４
月
１
日
よ
り
１
年
間

問
生
活
環
境
課
☎
51
６
７
２
５

暮
ら
し

　市役所各課の電話番号は直通の電
話番号です。問い合わせ先が分から
ない場合は市役所代表番号☎㉓ 5111
をダイヤルし、お聞きしたい内容を
お話しください。
　費用などの記載がないものは無料
です。HP はホームページアドレスです。

お知らせ
information

収納課、十和田湖支所などで手続きできます。納税通知書、通帳、通帳印を持
参ください。年金天引き分の市・県民税は除きます。　　問収納課☎516762

市税などの口座振替のご案内

住民基本台帳による人 口 と 世 帯
〈12月末日現在・かっこ内は前月比〉

人　口　　65,713人　（－８人）
　　男　　31,557人　（－１人）
　　女　　34,156人　（－７人）
世帯数　26,983 世帯（+16世帯）

平成23年の交通人身事故
〈12月末日現在・かっこ内は前年同期比〉

延べ発生件数　  310件（－22件）
　　　死　者　   ４人（＋３人）
　　　傷　者　  396人（－13人）
飲酒による事故　７件（＋４件）

（十和田警察署調べ）

▶２月の市民無料相談のご案内
内容 日時

行政相談
６日㈪・20日㈪
午後１時～３時

行政機関などの業務に
対する苦情、意見、要
望などの相談
人権相談

10日㈮・24 日㈮
午後１時～３時

いじめや差別、家庭内
や隣近所とのもめごと
などの相談
法律相談

22日㈬
午後１時～４時

相続、離婚、借金、多
重債務、契約などの相
談
不動産相談

９日㈭
午後１時～３時

不動産の取引、不動産
の賃貸借などの相談

消費生活苦情相談 ▶常設　月～金
※要予約
▶月例
１日㈬・15日㈬
午後１時～３時

悪質商法、架空請求、
製品事故、多重債務な
どの消費生活の相談

暮らしとお金の相談 ８日㈬
午前10時～午後４時
※要予約

多重債務・生活資金な
どの相談

ところ　生活環境課内市民相談室
生活環境課☎51 6725
▶虐待、育児の相談、ＤＶ被害、 
　離婚などの相談
福祉課☎51 6716

「
市
民
の
家
」
入
浴
料
改
定
の
お
知
ら
せ

　
「
市
民
の
家
」
は
、
60
歳
以
上
の
市
民

の
入
浴
料
を
無
料
に
し
て
き
ま
し
た
が
、

４
月
１
日
か
ら
有
料
と
な
り
ま
す
。

▼
市
内
に
住
所
を
有
す
る
60
歳
以
上
の
か
た

　

入
浴
料　

１
回
２
０
０
円　

　

回
数
券　

12
枚
つ
づ
り
２
０
０
０
円

※
こ
れ
ま
で
ど
お
り
、
60
歳
以
上
の
か
た

　

は
住
所
や
年
齢
が
分
か
る
保
険
証
な
ど

　

の
提
示
が
必
要
で
す
。

問
高
齢
介
護
課
☎
51
６
７
２
０

農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
の
縦
覧
に

つ
い
て

　

１
月
１
日
現
在
の
農
業
委
員
会
委
員
選

挙
人
名
簿
の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

縦
覧
期
間　

２
月
23
日
㈭
〜
３
月
８
日
㈭

　
　
　
　
　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

縦
覧
場
所　

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

問
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　

☎
51
６
７
７
８

ふ
れ
あ
い
相
談
所
法
律
相
談

　

財
産
・
金
銭
・
借
地
・
保
証
人
な
ど
法

律
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
弁
護
士
が

相
談
に
応
じ
ま
す
。

と
き　

２
月
16
日
㈭　

午
後
１
時
〜
４
時

と
こ
ろ　

市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

定
員　

８
人
（
先
着
順
・
要
予
約
）

受
付
開
始　

２
月
14
日
㈫　

午
前
９
時

市
社
会
福
祉
協
議
会
☎
㉒
７
９
３
８

相
談
日

夜
間
納
付
夜
間
相
談

２
月
27
日
㈪
〜

3
月
２
日
㈮　

○

○

市
税
の
夜
間
納
付
・
相
談
窓
口
開
設
の

お
知
ら
せ

◆
い
ず
れ
も

時
間　

午
後
５
時
30
分
〜
８
時

と
こ
ろ　

収
納
課

問
収
納
課
☎
51
６
７
６
１

「
相
続
登
記
は
お
済
み
で
す
か
月
間
」

　

相
続
登
記
無
料
相
談

　

土
地
や
建
物
の
相
続
登
記
の
相
談
に
、

司
法
書
士
が
対
応
し
ま
す
。
お
気
軽
に
お

越
し
く
だ
さ
い
。

と
き　

２
月
１
日
㈬
〜
29
日
㈬

　
（
土
・
日
を
除
く
）

と
こ
ろ　

県
内
各
司
法
書
士
事
務
所

問
青
森
県
司
法
書
士
会

　

☎
０
１
７
・
７
７
６
・
８
３
９
８

「
全
国
一
斉
！
法
務
局
休
日
相
談
所
」
開
設

　

登
記
、
土
地
の
境
界
、
相
続
、
遺
言
、

近
所
と
の
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
の
相
談
に
、
法

務
局
職
員
、
公
証
人
、
司
法
書
士
、
土
地

家
屋
調
査
士
な
ど
が
対
応
し
ま
す
。

と
き　

２
月
12
日
㈰

　
　
　

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

と
こ
ろ　

青
森
地
方
法
務
局
十
和
田
支
局

（
十
和
田
奥
入
瀬
合
同
庁
舎
５
階
）

問
青
森
地
方
法
務
局
十
和
田
支
局

　

☎
㉓
２
５
７
１

確
定
申
告
・
税
金
の
無
料
相
談

　

確
定
申
告
や
税
金
に
つ
い
て
相
談
に
応

じ
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ

い
。

と
き　

２
月
23
日
㈭

　
　
　

午
前
９
時
〜
午
後
３
時

と
こ
ろ　

各
税
理
士
事
務
所

問
東
北
税
理
士
会
十
和
田
支
部

　

☎
53
２
０
７
８
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